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1. 社会保険 年収の壁・支援強化パッケージについて 

厚生労働省は、年収が一定額を超えると手取りが減ることから、パートタイム労働者等が就労調整をする事例がみられ

る、いわゆる「年収の壁問題」の支援強化パッケージを発表し、「106 万円の壁」「130 万円の壁」への当面の対応策を示

しました。 

年金制度の改正が予定される令和 7 年度までの措置として、令和 5 年 10 月から実施していくとのことです。 

本稿では、厚生労働省から公表された「年収の壁・支援強化パッケージ」について、説明いたします。 

 

■年収の壁を巡る現状 

※厚生労働省「令和 3 年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」 

 

１．年収の壁とは 

 厚生労働省が実施した「令和3年パートタイム・有

期雇用労働者総合実態調査」によると、会社員などの 

 

配偶者で扶養されていて保険料の負担がない「第3号

被保険者(社会保険上の被扶養配偶者)」のうち、およ

そ4割が就労していることが明らかになっています。 
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                         ※厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」 

 

2. 定年延長 企業における定年制度の変遷と現状 

定年制度とは、会社と従業員の間で、前もって規定した年齢に到達した時に入社時に締結した雇用契約が満了する制度

です。定年の年齢は、「高年齢者雇用安定法第 8 条」に定められており、「事業主がその雇用する労働者の定年の定めをす

る場合には、該当定年は、60 歳を下回ることができない。」としています。 

また、会社が定める定年年齢によっては、従業員が雇用の継続を希望した場合、引き続き雇用を延長しなければならな

い決まりがあります。 

本稿では、定年制度のこれまでの変遷と、現在の企業における定年制度の実態をご紹介いたします。 

 

 これに伴って、厚生労働省が発表した具体的な施策

の概要は、次の通りとなります。 

①キャリアアップ助成金 

「社会保険適用時処遇改善コース」の新設 

②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外 

③事業主の証明による被扶養者認定の円滑化 

④企業の配偶者手当の見直し促進 

⑤業務改善助成金の活用促進 

 

３．さいごに 

施策は負担軽減の特例措置が多くを占めています

が、企業の自治である配偶者手当についても言及がな

されています。 

なお、配偶者手当を見直す場合には、就業規則など

を変更する必要がありますが、場合により「労働条件

の不利益変更」に当たる可能性もありますので、留意

して進めることが必要です。 

 

このうち、一定以上の収入増となった場合に、新た

に発生する社会保険料の負担や収入要件が定められて

いる配偶者手当等が無支給となるなどで、手取り収入

が減少することを恐れて、就業調整をしている方が存

在します。 

これにより、本人の働く意欲が阻害され、さらには 

 

企業にとっても貴重な労働戦力を有効活用できないジ

レンマが常態化していました。 

 

２．支援強化の内容 

厚生労働省は「年収の壁・支援強化パッケージ」の

中で、大きく分けて3つの対応を行うとしております。 
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■定年制の有無、定年制の定め方別企業割合 

※厚生労働省「令和４年就労条件総合調査」      

 

Q & A 
記事の中でちょっと気になる豆知識をご案内。今回は、1ページ目の「年収の壁・支援強化パッケージに

ついて」に関連する豆知識をお伝えします。 

 

 

 
      

Q． なぜ配偶者手当が見直しの対象になっているのでしょうか。 

A． 配偶者手当の収入制限によって就業調整を行う方がいることからです。 

  

「令和4年職種別民間給与実態調査」では、配偶者手当に収入制限がある割合が46.3％となっており、また「令和3年パ

ートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」では、就業調整の理由として「一定額を超えると配偶者の会社の配偶者手当

がもらえなくなるから」と回答した割合が15.4％となっており、一定数が就業調整の理由としていることが分かります。 

 

１．定年制度の変遷 

定年制度は昭和初期に普及し、第二次世界大戦後

に、定着したとされています。以降、法改正を繰り返

し、以下のような変遷を辿っています。 

時 期 内  容 

昭和初期 55歳定年がスタート 

1980年代 60歳定年(努力義務化) 

1990年 定年後再雇用（義務化） 

1998年 60歳定年（義務化） 

2000年 65歳までの雇用確保措置(努力義務化) 

2006年 65歳までの雇用確保措置（義務化) 

2013年 65歳までの継続雇用 

（義務化(対象：全希望者)） 

2021年 70歳の就業機会の確保(努力義務化) 

 

 

２．定年制度の実態 

定年制度を定めている企業割合は94.4％（平成29

年調査95.5％）となっており、そのうち、定年制度

の定め方別の企業割合をみると、「一律に定めてい

る」が96.9％（同97.8％）、「職種別に定めている」

が2.1％（同2.2％）となっています。 

また、一律に定年制を定めている企業（96.9％）

のうち定年を60歳とする企業は72.3％（平成29年調

査79.3％）、65歳とする企業は21.1％（同16.4％）

となっています。 

前回調査と比べると、徐々に定年年齢が60歳から

65歳へと移行していることが見て取れます。 

 

３．さいごに 

 人生100年時代と言われるようになって久しいな

か、2021年には70歳までの就業確保が努力義務とな

りました。労働力不足も相まって、今後65歳あるいは 

 

それを超える年齢を定年とするという選択も増えてい

くのではないでしょうか。その際には、それに合わせ

た業務内容、処遇や安全確保措置など様々な検討が必

要になりますので、留意が必要です。 


